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小値賀町議会１０月第２回会議は、令和６年１０月１６日午前９時、 

小値賀町役場議場に招集された。 

 

 

 

１、出 席 議 員       ６ 名 

 

 

               ２ 番     森 岡 正 雄 

               ３ 番     橋 本 武 士 

４ 番     今 田 光 弘 

    ５ 番     小 辻 隆 治 郎 

６ 番     横 山 弘 藏 

               ８ 番     宮 﨑 良 保 

 

 

 

 

 

２、欠 席 議 員        ２ 名 

 

 

１ 番     立 石 光 助 

７ 番     江 川 春 朝 
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３、地方自治法第１２１条の規定により、説明のため、この会議に出席した 

者は、次のとおりである。 

 

 

 

          町 長     西 村 久 之 

 教 育 長     中 村 慶 幸 

           会 計 管 理 者     橋 本 満         

総 務 課 長     博 多 屋 雄 一 郎 

 建 設 課 長     村 田 祐 一 郎 

教 育 次 長     牧 尾 豊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４、本会議の事務局職員は、次のとおりである。 

 

 

           議 会 事 務 局 長     橋 本 博 明 

           議 会 事 務 局 書 記     岩 城 尭 志 

 

 

 

 

 ５、議 事 日 程 

 

   別紙のとおりである。 
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議  事  日  程 

 

 

小値賀町議会１０月第２回会議 

令和６年１０月１６日（水曜日）  午前９時  開 会 

 

 

第 １  会議録署名議員指名（ 橋本武士議員 ・ 今田光弘議員 ） 

 

第 ２  議案第６８号  工事請負契約の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前９時 00分 開 議 
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議長（宮﨑良保） おはようございます。 

報告いたします。 

ただいまの出席は６名です。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

ただいまから、令和６年小値賀町議会 10月第２回会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配布したとおりでございます。 

 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 125 条の規定により、３番・橋本武士

議員、４番・今田光弘議員を指名します。 

 

日程第２、議案第 68号、工事請負契約の変更についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。         町 長 

町長（西村久之） 議案第 68号、工事請負契約の変更について説明いたします。 

旧野首教会保存修理工事に係る請負契約につきましては、株式会社友建設と

契約金額２億 1,675 万 5,000 円で契約を締結しておりましたが、令和５年度繰

越工事分の数量確定に伴う瓦礫等の発生処理の現行等により、設計変更が必要

となりましたので、現契約金額２億 1,675 万 5,000 円から 185 万 2,400 円を減

額した、２億 1,490 万 2,600 円で変更契約を締結したいので、地方自治法第 96

条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により、本案をご提案申し上げます。 

なお、工期は令和７年 11月８日までを予定いたしております。 

以上で提案理由の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。 

議長（宮﨑良保） これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。     

 ありませんか。                

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮﨑良保） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮﨑良保） 討論なしと認めます。 
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これで討論を終わります。 

 

これから、議案第 68号、工事請負契約の変更についてを採択します。 

お諮りします。 

本案は、本件は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮﨑良保） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 68号、工事請負契約の変更については、原案のとおり可

決されました。 

 

以上で、本 10月第２回会議に付議された案件の審議は全部終了しました。 

これにて令和６年小値賀町議会 10月第２回会議を終了します。 

お疲れでした。 

 

― 午前  ９ 時 03 分  散会 ― 

 

 


